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ハッピー愛ランド（指定特定施設）重要事項説明書  

（指定介護予防特定施設入居者生活介護・指定特定施設入居者生活介護） 

 

令和 7 年 4 月１日現在 

 

 当施設では、入居される方に対しまして、指定居宅サービスに該当する（介護予防）特定施

設入居者生活（以下「指定特定施設入居者生活介護」という。）を提供いたします。 

施設への入居にあたり、施設の概要や提供する指定特定施設入居者生活介護の内容、ご利用

上留意いただきたいこと等を次のとおりご案内いたします。 ※ 指定特定施設入居者生活介

護のサービスは、要介護状態となった場合においても、当該指定特定施設入居者生活介護の提

供を受ける入居者（以下「利用者」という。）が当該施設において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるように、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。 

 

１ 施設経営法人 

 ⑴ 法人名    社会福祉法人 北信福祉会 

 ⑵ 法人の所在地 福島県福島市南矢野目字才ノ後６番２ 

 ⑶ 電話番号   ０２４-５７３-０８０９ 

 ⑷ 代表者氏名  上西 和子 

 ⑸ 設立年月日  平成８年８月３０日 

 

２ 施設の概要    

⑴ 施設の種別  指定（介護予防）特定施設入居者生活介護 

⑵ 指定番号   ０７７０１００４６９ 

⑶ 施設の名称  ハッピー愛ランド（指定特定施設） 

⑷ 施設の所在地 福島県福島市南矢野目字才ノ後６番２ 

⑸ 電話番号等  ０２４-５５２-２８０５ （ＦＡＸ）０２４-５５２-２４８２ 

⑹ 管理者氏名  管理者 山家 弘幹 

⑺ 開設年月日  平成 13 年 4 月 1 日 

⑻ 入居定員等  ６０名（１人用居室：５２、２人用居室：４） 

⑼ 施設の運営方針  

  施設は、次に掲げる方針に基づき、事業を運営します。 

・ 入居者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、入居者の自立尊重を基本として、入

居者が明るく心豊かに生活が営まれるよう、食事の提供、相談機能の充実、余暇活動の

援助、災害等緊急時の対応などサービスに万全を期すると共に、入居者及び身元保証人
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から信頼される事業運営を目指して公平・公正なサービスの実現をすることを基本方針

とします。 

 

３ 居室等の概要  

  次に掲げる居室等をご用意しております。 

区   分 室 数 一人当たりの

面積 

備 考 

居室 2 人居室 

1 人居室 

  ４室 

５２室 

22.4 ㎡ 

24.86 ㎡ 

ミニキッチン、洗面台、洋式

トイレ、ナースコール：あり 

食 堂 ２   

機能訓練スペース １   

浴 室 ２  機械浴槽（座位 1） 

ケアステーション ２   

談話コーナー ２   

家族宿泊室 １   

一時介護室 1   

エレベーター ２   

屋上庭園 （３００坪） １   

洗濯室 1   

汚物処理室 1   

リネン室 １   

介護材料室 ４   

  (注)  

  １ 上表は、厚生労働省令で定める基準により、指定特定施設に設置が義務付けられてい

る設備等です。 

  ２ 施設では、防犯対策の一環として施設共用部(廊下等)にカメラを設置しております。 

 

４ 従業者の配置状況        

  利用者に対し指定介護福祉施設サービス（以下「施設サービス」という。）を提供するため、

次に掲げる従業者を配置しております。      

職  種 主な職務内容 配置状況 

管理者 当施設の業務全般の統括及び職員の指揮監督 １名 

生活相談員 利用者等の各種相談・要望業務等 １名以上 

介護職員 利用者の身体的精神的介護や日常生活上の世話 17 名以上 

看護職員 主に利用者の健康管理及び療養上の世話等 1 名以上 

機能訓練指導員 利用者の機能訓練計画による訓練の実施・指導等 １名以上 

計画作成担当者 介護支援専門員であって、利用者の特定施設サービ １名以上  
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ス計画の作成・変更等 

栄養士 給食管理及び利用者の栄養指導 1 名以上 

事務職員 施設の庶務、経理 等 1 名以上 

  （注）従業者の配置については、指定基準を遵守しております。 

 

５ 従業者の勤務体制         

  施設の従業者は、主に次に掲げる勤務体制のもと、日々、利用者に対する施設サービスを

提供しております。 

職  種 勤 務 体 制 

管理者 

生活相談員 

看護職員 

機能訓練指導員 

計画作成担当者（介護支援専門員） 

栄養士 

事務職員 

日 勤  ８：３０～１７：３０ 

 

介護職員 

早 番  ６：３０～１５：３０ 

日 勤 １０：００～１９：００ 

遅 番 １２：３０～２１：３０ 

夜 勤 ２１：３０～翌日６：３０ 

医師又は歯科医師 内科医（野田循環器消化器外科内科クリニッ

ク）：月に４回診察 

歯科医（伊達デンタルクリニック）：週に１回程

度往診 

  （注）土曜日・日曜日・祝祭日の勤務体制は、上表と異なる場合があります。 

 

６ 協力病院等  

  利用者に対する医療的処遇を円滑に行うための協力病院等として、次に掲げる医療機関及

び歯科医療機関にお願いしております。 

協 力 病 院 ・済生会福島総合病院   ・福島第一病院  

・あづま脳神経外科病院  ・福島西部病院 

・しのぶ病院       ・北福島医療センター 

協力歯科医療機関 ・伊達デンタルクリニック 

 

７ 当施設への入居手続き等 

⑴ 指定特定施設入居者生活介護の内容の説明等 

  指定特定施設入居者生活介護の提供に先立ち、あらかじめ入居申込者やご家族に対し、
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施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制その他指定特定施設入居者生活介護を選択する

うえで参考となる内容を記した説明書やパンフレットを交付して説明を行い、入居申込者

やご家族から文書により同意を得たうえで、契約を締結することとしております。 

⑵ 受給資格等の確認 

  指定特定施設入居者生活介護の提供に先立ち、入居申込者がお持ちになる介護保険被保

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期間及び認定審査

会の意見が記載されている場合、その意見を確認することとしております。 

 

８ 特定施設サービス計画の作成等 

 ⑴ 特定施設サービス計画の作成 

   指定特定施設入居者生活介護の提供を開始するにあたり、計画作成担当者（介護支援専

門員）が利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用

者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援するうえで解決すべき課題の把握（「アセスメント」という。）を行い、利用者やそ

の家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の施設従業者と協

議のうえ、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供するうえ

での留意点等を内容とする計画（以下「特定施設サービス計画」という。）を作成し、この

計画に基づき、指定特定施設入居者生活介護を提供することとしております。 

なお、この特定施設サービス計画の内容については、利用者やご家族に説明し、利用者

やご家族から文書により同意を得たうえで、当該計画書を利用者またはご家族にお渡しす

ることとしております。 

 ⑵ 特定施設サービス計画の変更 

   特定施設サービス計画の作成後、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行い、必要

に応じて、当該計画の変更を行います。 

 

９ 施設サービスの内容 

⑴ サービスの内容   

   次に掲げる指定特定施設入居者生活介護を提供いたします。 

  ア 日常生活上の介護 

  ・ 利用者の自立の支援や日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況や生活の

リズムに合わせて、支援・援助を行います。 

  ・ 寝たきり防止のため、できる限り利用者が離床するよう、援助します。 

・ 褥瘡を予防するため、必要に応じ、利用者の体位の交換を行います。 

  ・ 個人としての尊厳を大切に、適切な整容が行われるように援助します。 

  ・ 施設内を単独で移動することが困難な利用者に対して、介助や付添いを行います。 

  ・ シーツや枕カバー等の交換は、寝具の清潔感を保持するため、原則として週 1 回行
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います。ただし、交換の必要が生じた場合は、その都度行います。 

  イ 排せつ  

   ・ 利用者の心身の状況に応じ、適切な排せつ介助(おむつ交換を含む。)を行うととも

に、排せつの自立について、必要な援助を行います。 

ウ 食事 

   ・ 管理栄養士が作成する献立表により、利用者の栄養や心身の状況・嗜好等を配慮し、

旬の食材や郷土食を取り入れる等バラエティに富んだ食事の提供に努めます。 

  ・ 利用者の心身の状況に応じて、次に掲げる食形態で食事を提供いたします。 

    主食：常食、軟飯、お粥、ミキサー粥   副食：常食、軟菜、やわらか食 

    水分：状態に合わせてトロミ剤を使用します。 

・ 利用者の自立支援のため、原則として離床して食堂でお摂りいただきます。 

・ 利用者の心身の状況により食事の介助を行います。 

 （食事時間） 朝食  ７：３０～ 

        昼食 １２：００～ 

        夕食 １８：００～ 

・ 食事の取り置きは、食品の衛生管理上、食事提供時刻から２時間までとなります。 

  エ 入浴   

・ 原則として、週２回といたします。 

なお、利用者の心身の状況により清拭又は特殊浴となる場合があります。 

  オ 機能訓練 

  ・ 利用者の心身の状況等に応じ、個別機能訓練計画により、日常生活を営むために必

要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。 

   

カ 健康管理  看護職員が日常的な健康管理と療養上のお世話を行い、嘱託医が定期的

に診察を行います。 

        ・ 内科医：野田循環器消化器外科内科クリニック）   月４回 

        ・ 歯科医：伊達デンタルクリニック          週１回程度 

         

キ 相談及び援助  生活相談員が各種相談や要望に応じ、必要な助言その他の援助を行

います。 

ク ご家族との連携 利用者の家族との連携を図り、利用者とご家族との交流等の機会の

確保に努めます。 

 ⑵ サービス提供の記録 

   担当者は、別に定める“サービス提供記録”に利用者の健康状態や提供した具体的なサー

ビスの内容等を記録します。 
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10 指定特定施設入居者生活介護に係る利用者負担金等の請求・支払い等 

   

 ⑴ 指定特定施設入居者生活介護に係る利用者負担金等 

 利用者が指定特定施設入居者生活介護の提供を受けたときは、利用者には、当月に受け

たサービス等について、請求に基づき、別表に掲げる⑴及び⑵の区分に応じ、それぞれ計

算して得た額の合計額を、「利用者負担金等」としてお支払いいただきます。 

 ⑵ 請求の方法 

   利用者への請求は、原則として、利用者の１か月分の利用者負担金等の額を一括して請

求する月精算方式で、請求書は、利用者又はあらかじめ指定された者（以下「利用者等」

という。）に対し、郵便による方法で利用月の翌月１６日（１６日が集荷郵便局により集荷

できない日であるときは、翌集荷日）までに発送いたします。 

⑵  支払いの方法 

   利用者負担金等の額のお支払いは、毎月２０日又は２５日、口座振替による方法となり

ます。 

つきましては、利用月の利用者負担金等の額を翌月２０日又は２５日に指定口座から引

き落としができるように、ご準備願います。 

 ⑷ 領収書の送付 

   領収書は、事業者の指定口座への入金を確認した後、利用者等にお送りいたします。 

 ⑸ サービスの内容や利用者負担金等の変更 

介護保険法等関係法令の改正や経済状況の著しい変化等の理由により、サービスの内容

や利用者負担金等を変更する場合があります。この場合、利用者又はその家族等に対する

説明（お知らせ）は、変更内容やその理由等を記載した文書を郵送する等の方法で行い、

確認後に文書により利用者の同意をいただきます。  

   なお、これらの変更に同意できない場合は、本契約を解除することができます。 

 

11 施設サービスの提供上の留意点 

 ⑴ 緊急時の対応 

   利用者の健康状態が急変した場合は、利用者のご家族等あらかじめ指定された連絡先に

速やかに連絡するとともに、主治の医師又は協力病院等に連絡する等その他必要な対応を

お取りします。なお、どうしても連絡がつかない場合は、施設の判断により対応いたしま

す。 

⑵ 事故発生時の対応（損害賠償を含む。） 

   利用者への指定特定施設入居者生活介護の提供に際し利用者が負傷する等事故が発生し

た場合は、速やかに必要な対応を取るとともに、ご家族等あらかじめ指定された連絡先や

市町村等に連絡します。なお、施設の過失等施設側の責任により発生した事故については、

損害賠償の責任を負います。 
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 ⑶ 身体拘束、薬物投与等による行動の制限 

   「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、介護サービスを提供す

る。」という方針のもと、利用者への身体拘束、薬物の投与等により行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を守るため

に緊急やむを得ない場合を除いて、行いません。なお、身体的拘束等を行う場合は、事前

に利用者やご家族に対して説明を行い、文書により同意を得たうえで、行うこととしてお

ります。 

また、別に定める「サービス提供記録」に制限の根拠、その態様、期間等を記載します。 

 ⑷ 虐待の防止対策 

   虐待防止のための指針を整備し、当該指針のもと、担当者を配置のうえ、施設内で虐待

防止委員会をおおむね３か月に１回開催し、虐待を防止するための様々な検討・協議を行

うとともに、従業者向けの研修を年２回実施する等、利用者に対する虐待の未然防止に努

めます。 

なお、指定特定施設入居者生活介護を提供中に施設の従業者又は擁護者(利用者の家族等

で当該利用者を現に養護する者をいう。)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した

ときは、速やかに市町村等へ通報することとしております。 

⑸ 感染症・食中毒対策                          

  感染症又は食中毒の発生予防とまん延の防止のための指針を整備し、当該指針のもと、

対策等を検討・協議するための委員会をおおむね３か月に１回開催し、その結果を従業者

に周知するとともに、従業者を対象とする研修や感染症の防止やまん延を防止するための

訓練をそれぞれ年２回実施する等、感染症及び食中毒の発生予防とまん延防止に努めます。 

 ⑹ 非常災害対策 

   “利用者の生命を第一”として捉え、施設の消防計画に基づき適切な対応に努めます。 

   また、火災、台風災害、地震災害等の非常災害に備え、定期的に避難訓練、通報訓練及

び防災教育を行うとともに、年２回総合訓練を行います。 

 ⑺ 業務継続計画の策定等 

   感染症や非常災害の発生時に利用者に対して、施設サービスを継続的に提供したり、早

期に提供再開できるようにするための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、非

常時においても安定的に施設サービスを提供するために当該業務計画に基づき次に掲げる

必要な措置を講じます。 

  ア 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練をそれぞれ年 2 回、定期的に実施します。 

  イ 施設は、少なくとも年 1 回、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業

務継続計画の変更を行います。 

 ⑻ 秘密の保持等 

  ア 指定特定施設入居者生活介護を提供するうえで知り得た利用者やご家族に関する秘密
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を正当な理由なく第三者に漏らすことはいたしません。この守秘義務は、契約終了後も

同様とします。 

イ 介護サービスを提供するうえで居宅介護支援事業者等に対し、利用者やご家族に関す

る情報を提供する場合は、事前に文書により利用者やご家族の同意を得るものとします。 

  ウ 利用者の医療行為上、緊急に利用者に関する情報を必要とする場合は、関係医療機関

に対し、利用者に関する情報を提供することがあります。この場合、事後に利用者にそ

の旨報告します。 

 ⑼ 個人情報の取扱い 

   施設では、利用者から提供された利用者やご家族に関する個人情報(以下「利用者等の個

人情報」という。)について、関係法令及び厚生労働省が示した医療、介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインを遵守し、次に掲げる対応・取扱いを

しております。 

  ア 施設内における個人情報の利用 

    施設内において、次に掲げる業務等に使用しております。 

   ｱ) 利用者に提供する介護サービス 

   ｲ) 介護保険の請求等に係る事務 

   ｳ) 利用者に係る施設の管理運営業務のうち、 

・ 入退居等の管理事務 

・ 会計・経理事務 

・ 事故等の報告事務 

・ 当該利用者の介護サービスの改善・向上のための事務 

   ｴ) 施設内部の管理運営業務のうち、 

・ 従業者の資質の向上のための行う研修等で使用する資料の作成 

  イ 利用者等の個人情報の外部への提供 

    次に掲げる場合、利用者等の個人情報を第三者に提供することがあります。 

   ｱ) 介護保険請求事務等の業務の一部を外部事業者への業務委託する必要がある場合 

   ｲ) 他の介護保険事業者、保健医療サービス事業者及び福祉サービス事業者と連携や連

絡調整を図る必要がある場合 

   ｳ) 利用者が医療機関で診察を受ける際に個人情報を必要とする場合 

   ｴ) 身元引受人やご家族に生活の状況や心身の状況を説明する場合 

   ｵ) 施設で研修生やボランティアを受け入れる場合において必要とする場合 

   ｶ) 介護サービス提供時に発生した事故等に関して損害賠償保険適用等についての保険

会社への相談、請求等を行う必要がある場合 

   ｷ) 保険者、行政機関その他関係機関からの照会に対して回答を行う必要がある場合 

   ｸ) 外部監査機関、評価機関等に対し情報提供を行う必要がある場合 

   ｹ) 介護保険審査支払機関にレセプトを提出し、及び介護審査支払機関からの照会に対
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し回答する必要がある場合 

  ウ 利用者に関する外部からの問い合わせに対する対応 

    外部からの来所や電話等による利用者に関する問い合わせについては、個人情報の保

護の観点から、前項イの場合を除いて、お答えを差し控えております。 

    なお、外部からの問い合わせに対して個人情報の提供範囲等個人情報の提供について

ご希望がありましたら、遠慮なくお申し付け下さい。 

  エ 施設内における写真の掲示及び広報誌上での写真や名前等の掲載 

    レクリエーション行事等で撮影した写真を施設内に掲示したり、ご家族や施設以外の

方々に施設についての理解を深め、利用者の日常生活の様子等を知っていただくために、

広報誌に利用者の写真や氏名等を掲載させていただくことがあります。 

なお、これらを希望されない場合は、遠慮なくお申し付けください。           

 ⑽ 入所期間中の病院等への入院 

   利用者が入所期間中に病院や診療所に入院し、明らかに３か月以内に退院できる見込み

がない場合又は入院後３か月経過し、退院できないことが明らかになった場合は、契約を

終了し、退居していただくこととなります。 

(※入院中の利用者に対する身のまわりのお世話や洗濯物の管理は、ご家族等の対応となります。) 

(※入院や外泊期間中も引き続き居住費等をご負担いただきます。) 

 

12 利用者の施設利用上の留意点 

⑴ 面 会 

  ・ 面会は、９時 00 分から２０時 00 分までの間にお願いいたします。 

  ・ 面会の際は、「面会者票」に利用者氏名、面会者氏名、住所、連絡先等を記入願います。 

  ・ 面会される方に風邪の症状がある場合は、面会をお控え願います。 

  ・ インフルエンザ、コロナウイルス等感染症が発症、まん延している場合等は、面会を

ご遠慮いただくことがありますので、あらかじめ電話等でご確認願います。 

・ 面会時にご家族等が利用者のために飲食物をお持ちになることがありますが、食事制

限をされている利用者もおりますので、必ず職員にその旨お伝え願います。 

・ お持ちになられた飲食物は、衛生上の観点から、利用者の居室内に置いて帰ることが

ないようにお願いします。 

⑵ 外出、外泊 

   利用者からの事前届出により行うことができます。ただし、本人の健康上の観点からお

断りする場合もあります。担当者にご相談下さい。 

なお、施設からの自宅等への移動は、家族等による対応でお願いします。 

⑶  喫 煙 

原則として施設敷地内は「全面禁煙」とさせていただきます。 

⑷ 飲 酒 
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原則として居室での飲酒に限り、認めております。ただし、健康上の観点や問題行動等

により制限する場合があります。 

⑸ 日用品以外の所持品の持込み 

   日用品以外の物品を居室に持込む際には、居室スペースの大きさ等を考慮して、事前に

担当者にご相談願います。 

 ⑹ 設備、器具の使用 

   施設内の設備や器具は、事故防止の観点から、従業者の指示に従って使用してください。 

   なお、使用にあたり、利用者の故意又は重大な過失によって建物、設備、器具等に損害

を与えた場合は、損害の相当額を弁済いただくか、現状に復していただくこととなります。 

 ⑺ ペットの持込み・飼養 

   施設内にペットの持込み・飼養は、認めておりません。 

 ⑻ 宗教活動等 

   施設内における宗教活動、政治活動及び物品の販売は、お断りしております。 

⑼ 施設外における診察 

   事前に届出を行ってから受診してください。なお、施設から医療機関への移動等は、ご

家族等による対応となります。 

⑽ 施設内での金銭等の授受等 

   施設内における利用者間の金銭や食べ物等の授受は、トラブル防止や衛生・医療上の観

点からご遠慮願います。 

また、従業者に対する物品の贈答や飲食物のおもてなしは、一切お断りしております。 

⑾ 金銭等貴重品の管理 

利用者が所持する金銭等貴重品の管理は、利用者の責任においてお願いします。 

なお、紛失、盗難等の事故が発生した場合は、施設では責任を負いかねます。 

⑿ 携帯電話の使用      

   他の利用者の迷惑にならないよう使用することとしてください。 

⒀ 写真や動画の撮影等 

  個人情報の保護の観点から、施設内での撮影は、許可なく行わないでください。 

⒁ 居室の変更について 

   管理者が「利用者の身体機能低下等により居室の変更が必要」と認める事象が生じた場

合、居室を移動していただくことがあります。 

   また、二人用居室の利用者がいずれか一方の退居により単身になった場合は、原則 10 日

以内に居室移動をしていただきます。 

   ※居室移動の際の原状回復に関しては 14 の⑶と同様とする。 

⒂  その他の留意事項 

(1)～⒁までに掲げる留意事項のほか、施設利用上、心配や気になる点がございまし

たら、気軽に担当者にお尋ねください。 
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13 利用者の退所 

  契約において契約の終了日を規定しておりませんが、次に掲げる事由に応じて、施設との

契約は終了し、利用者には施設を退所していただくこととなります。 

 ⑴ 利用者からの申し出による解約 

   契約の期間中であっても、利用者から施設に対し契約を終了する３０日前までに文書で

通知することにより、契約を解約することができます。ただし、次に掲げる事由のいずれ

かに該当する場合は、利用者から施設に対して文書で通知することにより、直ちに契約を

解約することができます。 

  ア 利用者負担金等の額の変更に同意できない場合 

  イ 利用者が病院又は診療所に入院された場合 

  ウ 施設又は施設の従業者が正当な理由なく、契約に定める指定特定施設入居者生活介護

を提供しない場合 

  エ 施設又は施設の従業者が守秘義務に違反した場合 

  オ 施設又は施設の従業者が故意又は過失により利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  カ 他の利用者が利用者の身体、財物、信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがあ

る場合において、施設が適切な対応をとらない場合 

 ⑵ 施設から退所の申し出を行った場合      

   次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、３０日間の予告期間をおいて、利用者

に文書で通知することにより、契約を解約することができます。 

  ア 利用者負担金等の額の支払いが正当な理由がなく１か月以上遅延し、催告したにもか

かわらず、１５日以内に支払われない場合 

  イ 利用者の病状、心身の状態が著しく悪化して専門的な医療行為が必要となり、施設に

おける対応が著しく困難であると判断した場合 

  ウ 利用者が故意又は重大な過失により施設又は施設の従業者若しくは他の利用者の身体、

財物、信用等を傷つけることによって、本契約の継続に重大な支障を生じさせた場合 

エ 利用者、その家族、身元引受人等が施設の従業者や他の利用者等に対し、著しい不信

行為又は迷惑行為（カスタマーハラスメントを含む。）を行うことによって、当該利用者

との信頼関係が著しく損なわれ、本契約の継続に重大な支障を生じさせた場合 

オ 利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に告知せ

ず、又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場

合 

  カ 利用者が病院や診療所に入院し、明らかに３か月以内に退院できる見込みがない場合

又は入院後３か月経過し、退院できないことが明らかになった場合 

  キ やむを得ない事由により、施設を閉鎖する場合又は縮小する場合 
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 ⑶ 自動終了 

  ア 入所者が死亡した場合又は介護保険被保険者資格を喪失した場合 

  イ 利用者が介護保険施設に入所した場合又は介護療養型医療施設に入院した場合 

  ウ 要介護更新認定等により利用者の心身の状況が非該当(自立)と判定された場合 

  エ 当施設の施設・設備の滅失や重大な毀損により利用者に対する指定特定施設入居者生

活介護の提供が不可能になった場合 

  オ 施設が介護保険の指定を取り消された場合又は介護保険の指定を辞退した場合 

  カ 法人が解散した場合又は破産した場合 

 

14 円滑な退所のために 

 ⑴ 円滑な退所のための援助  

    利用者が施設を退所される場合は、施設では、利用者の心身の状況や置かれている環境

等を勘案し、円滑に退所するため、利用者の希望により次に掲げる援助を行います。 

  ア 症状に応じた病院若しくは診療所又は介護保険施設の紹介 

  イ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

     ウ 居宅介護支援事業者の紹介 

（2） 利用者所持物のお引き取り 

  ・ 施設では、利用者との契約終了後、施設に存置された利用者の所持物を利用者自身が

お引き取りできない場合に備えて、親族等の中から身元引受人を指定いただき、利用者

の所持物を１０日以内にお引き取りいただくこととしております。 

  ・ 退所される際には、身元引受人に連絡の上、利用者の所持物をお引き取り願います。 

その際、引取りに要する費用は、利用者又は身元引受人にご負担いただきます。 

⑶ 退居時の原状回復の義務について 

居室の汚損、破壊もしくは滅失により原状回復を要する場合は、当法人の指定する業

者に修理及びクリーニング等をお願いすることになります。また、その原状回復に要す

る費用については利用者が直接業者に支払うことになります。 

 

15 相談・要望体制等 

 ⑴ 苦情解決 

   施設サービス等に関する苦情は、苦情解決責任者や第三者委員を配置し、迅速、かつ、

適正に対応しております。苦情等は、気軽に受付担当者までお申し出ください。 

   なお、受付は月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の９時～１７時となります。  

 氏     名 電話番号又は FAX 

苦情解決責任者 山家 弘幹（ハッピー愛ランド 施設長） ☏  024-552-2466 

第三者委員 
阿部 正美 (社会保険労務士) 

中村 ミネ (福島市民生児童委員) 

☏  024-555-0201 

☏  024-553-1209 
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受付担当者 
菅野 貴史(主任補佐生活相談員兼計画作成担当者) 

栗原 孝平（副主任介護職員） 

☏     024-552-2805 

(fax) 024-552-2482 

   また、利用者は、介護保険法等関係法令の規定に従い、次の市町村及び国民健康保険団

体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることができます。 

・市町村の担当課窓口・介護保険課介護給付係（℡024-525-6587） 

・福島県運営適正化委員会・苦情解決部会の苦情相談窓口（℡024-523-2943） 

・国民健康保険団体連合会の苦情受付窓口（℡024-528-0040） 

 

⑵ 相談要望 

   施設サービス等に関する相談、要望は、気軽に受付担当者までお申し出ください。 

   なお、受付は月曜日から土曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の９時～１７時となります。 

 氏     名 電話番号又は FAX 

受付担当者 千葉 克恵 (生活相談員) ☏   024-552-2805 

(fax) 024-552-2482 

  

⑶ 個人情報の保護等 

   施設の保有する個人情報の保護又は自己情報の開示に関する相談は、気軽に受付担当者

までお申し出ください。 

なお、受付は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の９時～１７時となりま

す。 

 氏     名 電話番号又は FAX 

個人情報統括

責任者 

土田 美幸 (法人本部事務局総務部長) ☏  024-573-0809 

受付担当者 千葉 克恵 (生活相談員) ☏   024-552-2805 

(fax) 024-552-2482 

 

⑷ サービス提供記録の作成、保管、閲覧等 

   施設では、利用者に対する施設サービス提供に関する日々の記録として“サービス提供記

録”を作成し、サービス提供終了後、その終了日から５年間保管され、この間、利用者やご

家族の方は、施設に申し出ることによりサービス提供記録の閲覧や複写物の交付を受ける

ことができます。 

⑸ 第三者評価の実施状況      第三者評価は実施しておりません。 
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 事業者は、ハッピー愛ランド(指定特定施設)への入居にあたり、入居申込者及びご家族に対

しまして、本書面に基づき運営規程の概要、従業者の勤務体制、介護サービスの内容等の重要

事項を説明いたしました。 

 

 

 

 

  令和   年   月   日 

 

 

   事 業 者  名   称  社会福祉法人 北信福祉会 

         （事業所名）   ハッピー愛ランド(指定特定施設) 

指定番号  介護保険事業所番号０７７０１００４６９ 

 

住  所  福島県福島市南矢野目字才ノ後６番２ 

(事業所の所在地)  

  福島県福島市南矢野目字才ノ後６番２ 

 

説 明 者  職  名 

 

       氏  名                印 

 

 

 私は、本書面により事業者からハッピー愛ランド（指定特定施設）が提供する指定特定施設

入居者生活介護の内容等の重要事項の説明を受け、当該施設に入居し、指定特定施設入居者生

活介護を利用することについて、同意いたします。 

 

  令和   年   月   日 

 

   入居申込者  住  所 

 

              氏  名                                                印 

 

   ご 家 族  住  所 

  (身元引受人) 

               氏  名                       印 
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別 表  

指定特定施設入居者生活介護に係る利用者負担金等 

⑴ 指定特定施設入居者生活介護に係る利用者負担金 

このサービスは、利用料の大部分が介護保険から給付され、その残りを利用者からご負

担いただくものです。利用者には、要介護状態区分や介護保険負担割合証に記載された負

担割合に応じて、下表の該当する利用者負担分の額に利用した日数や回数等を乗じる等、

それぞれ計算して得た額の合計額(ア＋イ)を、「利用者負担金」としてお支払い願います。 

なお、介護保険給付の対象範囲を超えるサービスの利用は、全額自己負担となります。 

 

ア 生活介護費（基本料金） 

 要支援 1 要支援 2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

⑴  利用料 
54,900 円 

（1,830 円） 

93,900 円 

（3,130 円） 

162,600 円 

(5,420 円) 

182,700 円 

(6,090 円) 

203,700 円 

(6,790 円) 

223,200 円 

(7,440 円) 

243,900 円 

（8,130 円) 

⑵ 

⑴のうち、 

介護保険か

ら給付され

る額 

9 割 49,410 円 

（1,647 円） 

84,510 円 

（2,817 円） 

146,340 円 

(4,878 円) 

164,430 円 

(5,481 円) 

183,330 円 

(6,111 円) 

200,880 円 

(6,696 円) 

219,510 円 

(7,317 円) 

8 割 43,920 円 

（1,464 円） 

75,120 円 

（2,504 円） 

130,080 円 

(4,336 円) 

146,160 円 

(4,872 円) 

162,960 円 

(5,432 円) 

178,560 円 

（5,952 円) 

195,120 円 

(6,504 円) 

7 割 38,430 円 

（1,281 円） 

65,730 円 

（2,191 円） 

113,820 円 

(3,794 円) 

127,890 円 

(4,263 円) 

142,590 円 

(4,753 円) 

156,240 円 

(5,208 円) 

170,730 円 

(5,691 円) 

⑶ 

利用者 

負担分 

（⑴ －

⑵） 

1 割 5,490 円 

（183 円） 

   9,390 円 

（313 円） 

16,260 円 

(542 円) 

18,270 円 

(609 円) 

20,370 円 

(679 円) 

22,320 円 

(744 円) 

24,390 円 

(813 円) 

2 割 10,980 円 

（366 円） 

18,780 円 

（626 円） 

32,520 円 

(1,084 円) 

36,540 円 

(1,218 円) 

40,740 円 

(1,358 円) 

44,640 円 

(1,488 円) 

48,780 円 

（1,626 円) 

3 割 16,470 円 

（549 円） 

28,170 円 

（939 円） 

48,780 円 

(1,626 円) 

54,810 円 

(1,827 円) 

61,110 円 

(2,037 円) 

66,960 円 

(2,232 円) 

73,170 円 

(2,439 円) 

（下表は、30 日あたりの金額とカッコ内の金額は１日あたりの金額） 

 

イ 加算料金 

 ｱ)生活介護費に加算する料金 

加 算 名 
日額･月額･ 

回数の別 

利用者負担分 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

個別機能訓練加算 (Ⅰ) 日額 12 円 24 円 36 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 月額 20 円 40 円 60 円 

科学的介護推進体制加算 月額 40 円 80 円 120 円 
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加 算 名 
日額･月額･ 

回数の別 

利用者負担分 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

夜間看護体制加算（Ⅰ） 日額 18 円 36 円 54 円 

夜間看護体制加算（Ⅱ） 日額 9 円 18 円 27 円 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 月額 100 円 200 円 300 円 

協力医療機関連携加算（Ⅱ） 月額 40 円 80 円 120 円 

退院退所時連携加算 日額 30 円 60 円 90 円 

    

ｲ) 単独の加算料金  

加 算 名 
日額･月額･ 

回数の別 

利用者負担分 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 日額 22 円 44 円 66 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 日額 18 円 36 円 54 円 

サービス提供体制強化加算  (Ⅲ) 日額 6 円 12 円 18 円 

 

  ※上記 3 つの処遇改善加算が一本化されます。 

加 算 名 
日額･月額･

回数の別 

利用者負担分 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

介護職員等処遇改善加算 月額 上述(ア＋イ(ｱ･ｲ))の合計額の 12.2％相当額 

  

⑵ 事務費 料金 

１ヶ月あたりの徴収額 

収入による階層区分 事務費 生活費 
管理費 

退去時時

積立金 

本館 東館  

 

 

3,500 

１ 1,500,000円以下   10,000 
46,943 

20,280 

（30,500） 

21,700 

（32,600） 

２ 1,500,001 ～

1,600,000 円 
13,000 

46,943 20280 

（30,500） 

21,700 

（32,600） 

３ 1,600,001円以上

～ 
13,572 

46,943 20,280 

（30,500） 

21,700 

（32,600） 

※ その他の経費として光熱水費・電話料は、自己負担となります。 

※ 冬期加算金（１１月から３月）として５，４２６円/月が加算されます。 

※ 長期利用が無い場合であっても、契約中は管理費、事務費と生活費、光熱水費の基本

使用量は算定されます。 

※ 事務費は、前年度の収入額によって決定します。   

※ 退去時積立は 10 年を上限とします。 
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積立金は退去時に全額返金いたします。14 の（3）に則り、原状回復のための費用は

利用者から業者へ直接支払うことになります。 

   

⑶ ⑴、⑵以外の費用 

ア 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

イ おむつ代 

ウ 複写物に係るコピー代 １０円/枚 

エ 前２号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

 

・ 特別な食事 （酒類の提供を含む。） 

     利用者のご希望により特別な食事及び飲物を提供いたします。 

     利用料金：特別な食事の提供に要した費用（実費） 

・ 理容、美容代 

    理容師の出張による理髪サービス(調髪、顏剃り、洗髪)を月に 2 回、美容サービス

(調髪洗髪)を月に２回ご利用できます。  

   利用料金：委託業者の料金に準じた額。 

   美容師の出張サービスは、依頼があれば、個別に対応できます。  

・ その他日常生活において通常必要となるもの 

     個人希望外出の際の飲食代、趣味に係る経費、行事参加費等、別途実費等をご負担

願います。 

 

 

 


